
社会福祉法人国分福祉会　役員報酬規程
（目的）
１　この規程は、社会福祉法人国分福祉会（以下「法人」という。）の役員及び評
議員等の報酬等について定めるものである。

（定義）
２　本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。

（理事会及び評議員会の出席報酬）
３　理事及び監事が理事会に出席したとき（施設職員としての勤務時間以外）は、
別表１により報酬を支払うことができる。
４　評議員が評議員会に出席したときは、別表１により報酬を支払うことができ
る。

（役員及び評議員の勤務報酬）
５　理事長が法人業務に従事したとき（施設職員としての勤務時間以外）は、別表
２により報酬を支払うことができる。
６　理事が理事長の依頼を受けて法人及び施設の運営業務に従事したとき（施設職
員としての勤務時間以外）は、別表２により報酬を支払うことができる。
７　監事が法人及び施設の指導検査への立会、運営状況の指導、監査の業務、理事
長の依頼を受けて法人及び施設の運営業務に従事したときは、別表２により報酬を
支払うことができる。
８　評議員が理事長の依頼を受けて法人及び施設の運営業務に従事したときは、別
表２により報酬を支払うことができる。

（理事長が出席を求めた者への報酬）
９　理事長が出席を求めた者が、理事会、評議員会及び法人主催の会に出席した　
とき（施設職員としての勤務時間以外）は、別表２により報酬を支払うことができ
る。

（出張旅費）
１０　役員及び評議員が、法人業務のために出張する場合（施設職員としての勤務
時間以外）は、別表３により報酬及び旅費等を支払う。

附則
　この規定は、令和７年４月１日より施行する。
　



別表１

別表２

別表３

名称 報酬（日額）
理事会出席報酬 １０，０００円
評議員会出席報酬 １０，０００円

名称 報酬（日額）
理事長 １５，０００円
理事 １０，０００円
監事 １０，０００円
評議員 １０，０００円
理事長が出席を求めた者 １０，０００円

旅費 宿泊費（日額） 報酬（日額） その他
実費 実費 １０，０００円 実費


